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（議事日程） 

日程第１  議案第１４号 目黒区教育委員会事務従事幹部職員の異動につい

て 

日程第２  議案第１５号 労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務

災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則を廃

止する規則 

日程第３  議案第１６号 目黒区立学校の管理運営に関する規則の一部を改

正する規則 

日程第４  議案第１７号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則 

日程第５  議案第１８号 幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

日程第６  議案第１９号 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を

改正する規則 

日程第７  議案第２０号 幼稚園教育職員の給与の減額を免除することので

きる場合の基準に関する規則の一部を改正する規

則 

日程第８  議案第２１号 目黒区立図書館処務規則の一部を改正する規則 

日程第９  報告事項   令和２年第１回区議会定例会中の予算特別委員会

での教育委員会に係る質問の答弁（要旨）につい

て 

日程第１０ 報告事項   令和２年度における学校の空間放射線量及び学校

給食放射性物質の測定について（案） 

日程第１１ 報告事項   令和３年４月開設の小学校内学童保育クラブの追

加整備等について 

日程第１２ 報告事項   令和２年度の区立小・中学校の教育活動等につい

て（新型コロナウイルス感染拡大防止対応） 

日程第１３ 報告事項   令和２年度第三者評価の実施について（案） 

日程第１４ 報告事項   区立学校等の合理的配慮に関する法律相談の令和

元年度実施状況及び令和２年度実施予定について 

日程第１５ 報告事項   令和２年度めぐろ歴史資料館の企画展について（ 

案） 

 

 資料配布 

 ・令和２年５月行事予定 

 ・令和２年度教育行政運営方針 
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 ・令和２年度目黒区立学校（園）の主な行事予定について 

 ・めぐろ歴史資料館・文化財だより「つどい第１５号」 
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（午前１０時００分開会） 

 

○教育長      令和２年第１２回目黒区教育委員会定例会を開会いたします。

本日の欠席委員はおりません。欠席職員は八雲中央図書館長で

す。署名委員は、笹尾委員です。 

       それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１  議案第１４号 目黒区教育委員会事務従事幹部職員の異動につ

いて） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１４号は原案どおり可決します。 

       次に日程第２を議題とします。 

 

（日程第２  議案第１５号 労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公

務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則を廃止する規則） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１５号は原案どおり可決します。 

       次に日程第３を議題とします。 

 

（日程第３  議案第１６号 目黒区立学校の管理運営に関する規則の一部を

改正する規則） 
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○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１６号は原案どおり可決します。 

       次に日程第４を議題とします。 

 

（日程第４  議案第１７号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１７号は原案どおり可決します。 

       次に日程第５を議題とします。 

 

（日程第５  議案第１８号 幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の

一部を改正する規則） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１８号は原案どおり可決します。 

       次に日程第６を議題とします。 

 



 - 6 - 

（日程第６  議案第１９号 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部

を改正する規則） 

 

○説明員   （資料により説明） 

       説明に続いて、前回委員からご質問をいただきました内容につ

いてお答えをさせていただきます。 

退職日と会計年度任用職員の任用開始日が引き続かない場合は、

この規定の対象にはなりません。期末手当につきましては、各基

準日に在職する職員に支給するものでございますが、基準日１か

月以内に退職した職員等につきましても、期末手当を支給する取

扱いとなってございます。このため、幼稚園教育職員が基準日１

か月前までに退職をし、日数を空けて会計年度任用職員となった

場合は、幼稚園教育職員としての期末手当と、会計年度任用職員

としての期末手当がそれぞれの在職期間に応じて支給されるもの

でございます。しかし、退職日と会計年度任用職員の任用開始日

が引き続いた場合につきましては、幼稚園教育職員として在職し

た期間を会計年度任用職員として在職した期間とみなす取扱いと

なっておりますので、現実に会計年度任用職員として在職してい

ない期間の期末手当が支給されることとなります。そのため、本

規則におきまして、退職日と会計年度任用職員の任用開始日が引

き続く場合、その職員の幼稚園教育職員としての期末手当を支給

しないこととするものでございます。 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第１９号は原案どおり可決します。 

       次に日程第７を議題とします。 

 

（日程第７  議案第２０号 幼稚園教育職員の給与の減額を免除することの

できる場合の基準に関する規則の一部を改正する規則） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 
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       特にないようですので採決を行います。 

       本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第２０号は原案どおり可決します。 

       次に日程第８を議題とします。 

 

（日程第８  議案第２１号 目黒区立図書館処務規則の一部を改正する規則） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第２１号は原案どおり可決します。 

       次に日程第９を議題とします。 

 

（日程第９  令和２年第１回区議会定例会中の予算特別委員会での教育委員

会に係る質問の答弁（要旨）について（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第１０を議題とします。 

 

（日程第１０ 令和２年度における学校の空間放射線量及び学校給食放射性物

質の測定について（案）（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

○委員    ３ページの弁当・水筒の持参についてですが、現時点で、弁当

を持参している子どもは何人いますか。把握していたら教えてく

ださい。 
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○説明員   弁当の持参の状況についてですが、昨年度は数名いましたが、

今年度はいません。 

○教育長   資料の２ページの（１）の「食材の選定について」のイの②で

すが、基準値の２分の１を超える放射性セシウムが検出された品

目とあって、下線が引かれているものは、２年度から新たに加え

るものとのことですが、削除する品目には、どのようなものがあ

るのですか。 

○説明員   削除する品目は、山菜類ではクサソテツやゼンマイ、野菜では

カブ、果実類ではクルミです。国の検査の状況に応じて、追加と

削除を行ってございます。 

○教育長   削除する品目も記載しなければ、毎年度品目が増えていると誤

解されると思うのですが、いかがでしょうか。 

○説明員   教育長のご指摘のとおり、誤解を招くおそれがありますので、

品目の表記につきましては、今後修正したいと思います。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第１１を議題とします。 

 

（日程第１１ 令和３年４月開設の小学校内学童保育クラブの追加整備等につ

いて（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第１２を議題とします。 

 

（日程第１２ 令和２年度の区立小・中学校の教育活動等について（新型コロ

ナウイルス感染拡大防止対応）（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

○委員    全学年が午前授業ということですが、学童保育クラブでの受入

れなど、子どもたちの午後の過ごし方についてはどのような対策

を検討されているのでしょうか。 

○説明員   この件につきましては、子育て支援課にも情報提供しておりま

すので、学童保育クラブなどの対応については、子育て支援課で
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検討することとなります。 

○委員    詳細や具体的な内容は決まっていないということでしょうか。 

○説明員   子育て支援課で検討すべき事項ですので、はっきりしたことは

申し上げられませんが、基本的には、学童保育クラブで対応する

と聞いております。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第１３を議題とします。 

 

（日程第１３ 令和２年度第三者評価の実施について（案）（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

○委員    第三者評価の実施は大切なことだと思いますが、その評価規準

は、公的機関が作成したものを用いているのでしょうか。 

○説明員   評価する項目につきましては、文部科学省の学校評価ガイドラ

インの中に多数示されております。学校評価ガイドラインでは、

その項目の中から、必要なものを用いて評価を行う方向性までが

示されており、評価する項目については、その示されたものを参

考に選んでおります。ただ、評価規準につきましては、これまで

の第三者評価の実施の中で定めたものを用いております。 

○委員    客観的に学校を評価することは、学校側にとっても意義のある

ものだと思います。この第三者評価は、中学校区ごとに行ってい

ますが、中学校区ごとで視察に行く評価者が異なると思います。

以前、中学校区ごとの評価に大きなバラつきが生じたことがあり

ましたが、そのことは第三者評価検証委員会で話題になりました

か。また、公平な評価を行うために、同一人物が全ての中学校区

を視察することはありますか。 

○説明員   第三者評価検証委員会では、平成３０年度の第三者評価のとき

に、指導主事が２人同行し、評価項目、評価規準を揃えたヒアリ

ングシートによりヒアリングし、評価を行うことで、それぞれの

評価者の間で差異なく評価が行われたことを確認し、この方法に

より公平な評価の実施が見込めることが話し合われました。です

ので、今後はこの方法により実施することとし、同一人物による

全ての中学校区の視察は、考えてございません。 

       ただ、ヒアリングにつきましては課題もございまして、平成３
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０年度の第三者評価では、時間の都合上、評価項目、評価規準に

関する質疑のみしか行うことができず、改善点を明らかにする旨

の質疑や助言を行うことができませんでした。令和２年度に実施

するヒアリングでは、校長への事前のヒアリングを基に、改善点

を明らかにする質疑や助言を行う時間を確保すべきだと第三者評

価検証委員会で意見があったところでございます。 

○委員    評価シートにより、公平性を確保できると思いますが、学校の

課題を解決するため、学識経験者を活用する趣旨を校長に理解し

てもらえるよう取り組んでください。また、評価の際は、引き続

き指導主事にも同行してもらい、この事業を実施し、その結果、

見直すべきことを報告してください。 

○説明員   次年度にこの評価を実施する際にも、指導主事が同行する予定

でございます。また、評価項目、評価規準を揃えたヒアリングシ

ートによる第三者評価ですが、毎年度全校の３分の１ずつしか実

施しておりませんので、全校の評価を行ってから、この事業の改

善を図っていくべきであるという意見もございました。ですから、

評価方法については本年度と同様の方法により行い、ヒアリング

シートの有効活用などの改善策については別途検討していきたい

と考えております。 

○委員    私の職場は、第三者評価機構により、３年に１回評価されまし

て、その評価は、評価規準に基づき行われ、その評価規準を達成

した割合に応じてＡ評価、Ｂ評価、Ｃ評価とされています。 

この目黒区の評価は、統一された評価規準を達成しているかど

うかを第三者が評価するものではなく、ヒアリングシートや質疑

により各学校の課題を抽出し、その課題を解決することを目的と

しているのでしょうか。 

○説明員   この第三者評価は、学校が自己評価をし、それについて学校関

係者が評価規準に基づき評価を行い、改善していくというもので

したが、Ａ評価となるケースが多く、学校の課題が見えにくいこ

とから、更なる改善を行うため、評価規準に基づく評価と専門知

識を有する学識経験者からの助言を併せて行うことといたしまし

た。学識経験者の助言は、校長にとって有益なもので、喜ばれて

おります。ただ、ヒアリングにおいて、評価規準に基づく評価の

ための時間と、学識経験者から助言をいただくための時間をどの

ように配分するかにつきましては、今後事業を実施しながら、検

討していきたいと考えてございます。 
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○委員    この評価は、文部科学省が示した統一の評価規準を達成してい

るかどうかを第三者が評価するものなのか、それとも目黒区の学

校が行った自己評価に対して、より適正な評価となるよう改善す

るために評価するものなのか。どのような趣旨で行っているので

しょうか。 

○説明員   文部科学省からは、統一の評価規準は示されておりません。第

三者評価自体も、必ずやらなければならないものではありません。 

○委員    資料の１ページに評価規準の明確化と書いてありますが、これ

が学校に対する評価規準の明確化という意味であれば、目黒区が

学校教育に対して一番大切にしていることや学校教育で目標とし

ていることを評価規準に組み込む必要があると思います。評価規

準の明確化はとても大切なことですので、ぜひ検討していただき

たいです。 

○説明員   第三者評価につきまして、様々なご意見をいただきまして、あ

りがとうございます。ご意見を踏まえた上で、今後もその内容を

検討していきたいと思っております。 

       第三者評価につきましては、学校の運営の改善について、校長

が第三者からの意見をいただくことによって、これまで見落とし

ていた視点に気付き、改善を進めていくための一助として必要な

ものであると考えております。委員のおっしゃるとおり、一定の

評価規準を設け、それを達成しているかどうかを評価することは

大事な視点だと思います。実際、前年度まではそのように実施し

ていましたが、その評価方法により、多くの学校がＡ評価となり、

各学校の課題が見えにくいという問題点が指摘されました。今後

は、ヒアリングシートを事前に校長に提供し、各評価項目に沿っ

て自己点検を行ってもらい、その上でヒアリングを行うという方

法にする予定です。自己点検の評価が良くない項目については、

ヒアリングの中で、問題点を追及し、その解決方法について評価

委員から助言をいただきます。 

       また、特色ある学校づくりを進めるに当たって、学校それぞれ

の実態がありますが、それぞれの教育資源を確認し、それを活用

し、よりよい学校をつくるために、学識経験者からのご意見は貴

重なものだと思います。ですので、学校それぞれの課題について

も、第三者の評価者からもご意見をいただき、それを改善に活か

していくことが大事であると思います。 

       これまで評価規準を示しながら、その達成状況について評価し
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ていましたが、校長それぞれが抱える学校の課題に対して、評価

委員からご意見をいただき、活かしていくことができるよう今年

１年検討してきました。客観性を保つための評価方法と各学校の

特色に応じた課題の解決を行う取組はどちらも大事だと思います

ので、バランスを取りながら、これからも検討を進めていきたい

と考えてございます。 

○委員    この評価規準は、目黒区が学校教育に対して一番大切にしてい

ることや学校教育で目標としていることが組み込まれた評価規準

であり、この事業において、学識経験者による学校への助言を充

実させたいということですね。よく分かりました。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第１４を議題とします。 

 

（日程第１４ 区立学校等の合理的配慮に関する法律相談の令和元年度実施状

況及び令和２年度実施予定について（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

○委員    相談回数が記載されていますが、この数字は、増加傾向にある

のでしょうか。 

また、令和２年度の実施予定日が記載されていますが、この実

施予定日以外でも、緊急の場合は、対応していただけるのでしょ

うか。スクールロイヤーの配置については、全国的に話題になっ

ているところですけれども、件数が増えるようであれば、スクー

ルロイヤーの配置も考えていかなければいけないと思いますので、

お答えいただけますか。 

○説明員   まず、相談件数でございますが、平成３０年度は計１８件で、

今年度と同数となっております。 

また、この実施予定日に相談の予約が入らない場合には、相談

は休みになりますけれども、この日程以外にも、都合がつく場合

は、随時、相談を希望する学校に訪問していただくよう臨機応変

に対応しております。 

○委員    資料の項番１の「目的」には、「目黒区における障害を理由と

する差別の解消の推進に関する対応要領」に基づく合理的配慮の

ため、法律相談事業を実施する旨が記載されていますが、相談内
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容を見ますと、障害やその医療的ケアのことに限らず、学校で起

こる様々な法律に関連する問題についても、相談を受けていると

いう印象を受けました。このように相談内容が多岐にわたるので

あれば、スクールロイヤーの需要もありますし、相談回数や相談

弁護士の人員を増やすことも必要だと思うのですが、事務局の見

解はいかがでしょうか。 

○説明員   事務局といたしましては、学校での様々な問題には、特別な支

援を要する子どもに関する問題も含まれているのではないかとい

う視点をもって相談を受け、支援しております。 

相談件数については例年と同数であり、また、キャンセルによ

り利用のない日程もあることから、現状の人員で対応できており

ますので、現時点では増員をする予定はございません。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第１５を議題とします。 

 

（日程第１５ 令和２年度めぐろ歴史資料館の企画展について（案）（報告事

項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

 

 

資料配布  

 ・令和２年５月行事予定 

   ・令和２年度教育行政運営方針 

 ・令和２年度目黒区立学校（園）の主な行事予定について 

 ・めぐろ歴史資料館・文化財だより「つどい第１５号」 

 

〇教育長   その他なにかございますか。 

以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１１時２０分閉会） 


